
平成２１年（２００９年）第３回広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 平成２１年度広島市一般会計補正予算（第３号）

（２） 平成２１年度広島市母子寡婦福祉資金貸付特別会計補正予算（第１号）

（３） 平成２１年度広島市老人保健特別会計補正予算（第１号）

（４） 平成２１年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

（５） 平成２１年度広島市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

（６） 平成２１年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

（７） 平成２１年度広島市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）

（８） 平成２１年度広島市下水道事業会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 広島市区の設置等に関する条例 町の区域の設定に伴うもの

及び広島市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正について 　佐伯区の区域等の表示に石内北五丁目を

（企画総務局） 　追加

　施行期日　平成２１年１１月３０日
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（２） 広島市文化交流会館条例の制定 広島市文化交流会館を設置するもの

について（市民局）

　１　位置

　　　　中区加古町３番３号

　２　指定管理者の指定の手続等

　３　利用料金の限度額

　　　（例）ホール

　　　　　　通常使用・平日・午前

　　　　　　17万4,300円

　施行期日　平成２２年４月１日

（３） 広島市環境保全事業基金条例の 地球温暖化対策等に係る国の補助金を基金

一部改正について（環境局） に積み増すことによるもの

　運用益金の処理方法等を改める。

　施行期日　公布の日
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（４） 広島市汚染土壌処理業許可申請 土壌汚染対策法の改正によるもの

手数料条例の制定について

（環境局） 　汚染土壌処理業許可申請手数料

　１件につき２４万円

　施行期日　土壌汚染対策法の一部を改正

　　　　　　する法律附則第１条ただし書

　　　　　　に規定する規定の施行の日

（５） 広島市市営住宅等条例の一部改 市営住宅を廃止するもの

正について（都市整備局）

中山北山母子住宅 広島市東区中山北町

白木別所ブロック住宅 広島市安佐北区白木町大字志路

白木宮迫ブロック住宅 広島市安佐北区白木町大字市川

柳上住宅 広島市佐伯区湯来町大字多田

　施行期日　公布の日

（６） 広島市消防団員等公務災害補償 消防法の改正に伴う規定の整備

条例の一部改正について

（消防局） 　施行期日　平成２１年１０月３０日

　　　　　　

名　　　称 位　　　置

－3－



３　基本構想・基本計画案

（１） 広島市基本構想の改定について 広島市基本構想の改定

（企画総務局）

（２） 第５次広島市基本計画の決定等 第５次広島市基本計画の決定及び第４次広

について（企画総務局） 島市基本計画の廃止

４　その他の議案

（１） 町の区域の設定等について 住居表示の実施のためのもの

（企画総務局）

（佐伯区）

現　　　在 変　更　後

五日市町大字石内字 石内北五丁目

押入山の一部 石内北一丁目

（２） 公有水面の埋立てに関する意見 事業主体　国（国土交通省中国地方整備局）

について（都市整備局）

場所　西区の観音新町三丁目及び観音新町

　　　四丁目の地先公有水面

用途　道路用地及び護岸用地

意見　異議なし
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（３） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市現代美術館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（４） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島平和記念資料館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島平和文化センター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（５） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市工業技術センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市産業振興センター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（６） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島城

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（７） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市農業振興センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市農林水産振興セン

　　　　ター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（８） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市こども村

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（９） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市湯来農村環境改善センター

　２　指定の相手方

　　　　広島市湯来農村環境改善センター

　　　　運営協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（10） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市森林公園（昆虫館に限る。）

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市動植物園・公園協

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（11） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市水産振興センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市農林水産振興セン

　　　　ター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（12） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市中区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（13） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市東区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市東区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（14） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市南区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市南区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（15） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市西区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市西区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（16） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安佐南区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安佐南区社会

　　　　福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（17） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安佐北区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安佐北区社会

　　　　福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（18） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安芸区地域福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（19） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市出島福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　三栄産業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２１年１２月１０日 ～ 平成

　　　　２６年３月３１日

（20） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市湯来福祉会館

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人サンピアゆき

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（21） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市女性福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市社会福祉協議

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（22） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中央勤労青少年ホーム、広

　　　　島市安佐勤労青少年ホーム及び広

　　　　島市佐伯勤労青少年ホーム

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（23） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（こども未来局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　大町第二保育園

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島県同胞援護財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（24） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（こども未来局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市鈴峰園

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島県同胞援護財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（25） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（こども未来局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市こども療育センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業

　　　　団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（26） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市心身障害者福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業

　　　　団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（27） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市西部障害者デイサービスセ

　　　　ンター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市手をつなぐ育

　　　　成会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（28） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市北部障害者デイサービスセ

　　　　ンター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業

　　　　団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（29） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市東部障害者デイサービスセ

　　　　ンター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市手をつなぐ育

　　　　成会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（30） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市皆賀園

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業

　　　　団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２４年

　　　　３月３１日
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（31） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市健康づくりセンター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島原爆障害対策協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（32） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市中筋バスターミナル、広島

　　　　市大町バスターミナル及び広島市

　　　　上安バスターミナル

　２　指定の相手方

　　　　広島高速交通株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（33） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（下水道局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　特定環境保全公共下水道、小規模

　　　　下水道及び農業集落排水処理施設

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（34） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　中区、東区及び西区の市営住宅、

　　　　市営店舗及び市営住宅等附設駐

　　　　車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（35） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　中央公園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市動植物園・公園協

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（36） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市植物公園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市動植物園・公園協

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（37） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市安佐動物公園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市動植物園・公園協

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（38） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市活性化局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島駅南口地下広場

　２　指定の相手方

　　　　広島駅南口開発株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（39） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市立中央図書館及び広島市こ

　　　　ども図書館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（40） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市中央公民館ほか６１館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（41） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（教育委員会）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市青少年センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（42） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市こども文化科学館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（43） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市江波山気象館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（44） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市交通科学館

　２　指定の相手方

　　　　広島高速交通株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（45） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市女性教育センター

　２　指定の相手方

　　　　男女共同参画社会をめざす女性教

　　　　育を考える会広島グループ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２３年

　　　　３月３１日

（46） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市郷土資料館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（47） 市道の路線の認定について 東３区２５７号線ほか１４路線

（道路交通局）

（48） 財産の取得について（市民局） 広島市文化交流会館（仮称）の設置のため

の土地及び建物の取得

　１　土地

　　⑴　面　　積　1万1,668.30㎡

　　⑵　買入価格　19億3,543万円

　　⑶　買 入 先　独立行政法人年金・健

　　 　 　　　　　康保険福祉施設整理機

　　 　 　　　　　構

　２　建物

　　⑴　面　　積　延べ1万8,692.91㎡

　　⑵　買入価格　11億2,829万8,500円

　　⑶　買 入 先　独立行政法人年金・健

　　 　 　　　　　康保険福祉施設整理機

　　 　 　　　　　構

（49） 契約の締結について 段原中学校校舎新築工事

（教育委員会）

　請負金額　8億2,530万円

　請 負 人　熊谷・錦建設工事共同企業体
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５　報告

（１） 専決処分の報告について 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

（道路交通局ほか） 　

　道路の管理瑕疵

　　４件 １３５万１，３４６円

　交通事故

　　４件 ４７万５，６３０円

（２） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（都市活性化局）

　国民宿舎湯来ロッジ改築その他工事

　　請負金額の変更

　5億150万円

　5億2,290万3,150円

（３） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者に対す

（都市整備局） る家屋明渡等の訴えの提起

　　４件

変更前

変更後
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（４） 専決処分の報告について 市営住宅を正当な権原なく占有している者

（都市整備局） に対する家屋明渡等の訴えの提起

　　３件

（５） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との即

（都市整備局） 決和解

　１２件

６　決算認定案

（１） 平成２０年度広島市水道事業決算

（２） 平成２０年度広島市下水道事業決算

（３） 平成２０年度広島市病院事業決算
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［追加提出予定案件］

（１） 人事委員会委員の選任の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

（２） 平成２０年度決算に係る健全化

判断比率の報告について

（財政局）

（３） 平成２０年度決算に係る資金不

足比率の報告について（財政局）

（４） 平成２０年度広島市各会計歳入

歳出決算

［参考］

（１） 人権擁護委員候補者の推薦につ 委員の退任等によるもの

いて（市民局）
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